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【 四輪アライメントテスター貸出し一時中断のお願いについて 】 

 講習、研修等においての実習場使用等の理由により、令和４年 3 月中旬まで、四輪アライメ

ントテスター利用を一時中断させて頂きます。 

 ご迷惑を掛けますがよろしくお願いします。 
 

 

〓業界情報〓 

 

 

 

認証工場を対象とする標記定期校正を、通達に基づき下記により実施致します。 

また、該当支部の事業場(認証工場)には追ってご案内いたしますが、あらかじめご承知置き下さい。 

 

支  部 実  施  日  実 施 場 所  時   間 

南巨摩南  2 月 9 日（水）  各 事 業 場 巡 回  10：00～16：00 

上 野 原  2 月 16 日（水）  各 事 業 場 巡 回  10：30～15：00 

令和３年度 ＣＯ・ＨＣ測定器定期校正の実施計画について 
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「点検整備推進Ｗｅｂキャンペーン」（１０月）で行われたクイズの賞品として下記の「車検・定期点検割引

クーポン（５，０００円割引券）」を５０名の当選された皆様に送付しました。 

この割引クーポンは、車検・定期点検及び一般整備（オイル交換等）時の料金割引クーポンとなります。 

ご利用されたクーポン券裏面の記載内容をご確認の上、料金の精算にご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様へ 

車検・定期点検割引クーポンの精算について 
 

割引クーポン表面 

割引クーポン裏面 
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一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会（会長:竹林武一、略称:日整連）では、「マイカー点検

キャンペーン｣を展開しており、このほど、キャンペーン実施に先駆けて、同キャンペーンのスローガン（標

語）を募集いたします。 

◇ 

募集するスローガンのテーマは「点検・整備に関するユーザーの意識向上」です。 

 

「マイカー点検キャンペーン｣は、自動車の適切な点検・整備の実施促進を通じて自動車の事故防止

を図ることを目的に実施するもので、昭和６１年から継続しており、今年で３７回目を迎えます。 

９月の第１土曜日を「マイカーてんけん日」（本年は９月３日）として、「マイカー点検教室」（無料）等の

各種行事をはじめ、マスメディアでの広報展開やキャンペーンツールの配布など、全国的にさまざまなか

たちで展開することで、自動車整備事業者と自動車ユーザーとのコミュニケーションを深め、自動車の点

検・整備の重要性を訴えていきます。 

 

ご応募いただいたスローガンのなかから厳正な審査により最優秀賞（１点）を選出し、令和４年度のキャ

ンペーンスローガンとして採用させていただきます。最優秀賞の受賞者には賞金として１０万円を贈呈し

ます。また、ご応募いただいた方の中から抽選で４００名に、キャンペーンキャラクターである“てんけんく

ん”グッズをプレゼントいたします。 

 

スローガン募集の概要は次の通りです。 

 

■令和４年度 マイカー点検キャンペーン「スローガン募集」概要 

テ ー マ： 「点検・整備に関するユーザーの意識向上」 

（参考）日整連ホームページ 

マイカー点検情報（My Car Hand Book 知って納得！クルマの点検・整備）参照 

https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/ 

 

応募方法： 日整連のホームページ上による応募 

トップページ：https://www.jaspa.or.jp/ 

スローガン募集ページ：https://www.jaspa.or.jp/slogan.html 

締 切： 令和４年２月２８日（月） 

 

特   典： ・最優秀賞（１名）―――――賞金１０万円 

※「令和４年度 マイカー点検キャンペーン」のスローガンとして採用します。 

・応募者全員の中から、抽選で４００名の方に“てんけんくん”のグッズをプレゼントします。 

発   表： 当連合会が厳正な審査および抽選を行い、最優秀賞の方には４月末頃に直接連絡し、

プレゼント当選の方には５月に賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。 

そ の 他： 最優秀賞作品の著作権は当連合会に帰属いたします。 

お問い合わせ先 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会 事業部 事業課 

TEL.03-3404-6143／FAX.03-3404-6478 

(URL) https://www.jaspa.or.jp/ 

令和４年度マイカー点検キャンペーンスローガン募集について 

～スローガンのテーマ：点検・整備に関するユーザーの意識向上～ 
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   自動車点検基準の一部改正（令和２年２月６日公布）に伴い、本年１０月１日より、１年ごと

の法定定期点検に「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検項目が追加されることはご承知の

とおりですが、今般、一般社団法人日本自動車工業会（自工会）より、保安基準で定められた警

告灯（自動車メーカー共通）に加え、自動車メーカーより意匠が異なる「自動命令型操舵機能」、

「衝突被害軽減制動制御装置」の警告灯（例）の提供がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月施行「点検基準の改正」に係る 

点検の対象となる警告灯について 
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１４ページ掲載の「令和３年１０月施行「点検基準の改正」に係る点検の対象となる警告灯に

ついて」の内容のとおり、自動車点検基準の一部が改正され、大型特殊自動車、被牽引自動車及

び小型二輪自動車を除く自動車を対象として令和３年１０月１日から「ＯＢＤ（車載式故障診断

装置）の診断の結果」が追加されて 1年（１２ヶ月）ごとに点検することが義務化されます。 

これに伴い、令和３年１０月１日以降は、お手持ちの記録簿（使用途中の記録簿綴り）を引き

続き使用する場合、「その他の点検・整備項目等」の欄に「ＯＢＤの診断の結果」を追記し、対

象車両につきましては、点検を行って下記の記載例を参考に記録簿を記載してください。 

 

〈持込車検用記録簿〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈指定整備記録簿〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇点検の対象となる車両 

以下に掲載されている識別表示（警告灯）を備えるすべての自動車 

（但し、大型特殊自動車、被牽引自動車及び小型二輪自動車を除く） 

【参考：診断対象となる識別表示（警告灯）の例】 

 

 

 

 

 

※自動命令型操舵機能、衝突被害軽減制動制御装置及び自動運行装置に係る識別表示（警告灯）の対象車

種は国土交通省 HP に掲載されている自動車で、自動車メーカー等の作成する整備要領書等を確認する。 

自動車点検基準の一部改正に係る点検について 

「ＯＢＤ（車載式故障診断装置）の診断の結果」の追加 
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◇点検の方法 

 【スキャンツールを用いる場合】 

   スキャンツールの接続部を車載式故障診断装置と接続して診断の結果を読み取ることに 

より点検する。 

 

 【識別表示を用いる場合】 

   イグニッション電源をオンにした状態で診断の対象となる識別表示が点灯することを確 

認し、原動機を始動させる。そして、診断の対象となる識別表示（参考）が点灯又は点滅 

し続けないかを目視により点検する。 

但し、自動車メーカー等の作成するユーザーマニュアル等により点検を行うこととさ 

れている場合は、その方法により点検する。 

 

◇整備の実施方法 

   点検の対象となる警告灯が点灯又は点滅し続けている場合は、スキャンツール等を使用

してその原因となる故障箇所を特定し、少なくとっも整備作業が適切に完了しなくなる恐

れがある作業については自動車メーカー等の作成する整備要領書に基づいて整備を行う。 

 

◇点検実施結果及び整備作業実施結果の記載例 

 

記載例 1：点検の結果、良好であった場合 

 

 

 

 

 

 

 

記載例２：ＯＢＤの診断の結果を点検し、衝突被害軽減制動制御装置のカメラを交換し、エー

ミング作業を行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例３：ＯＢＤの診断の結果を点検し、衝突被害軽減制動制御装置のカメラのボルトを増し

締めし、エーミング作業を行った場合 
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この度、令和３年度の自動車特定整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知らせします。 

 

１．目的 

本調査は、自動車整備業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に資する方

策の基礎資料として活用することを目的として実施するものです。 

 

２．調査時点 

令和３年６月末現在。整備売上高については、令和２年７月１日から令和３年６月末までに決算が終了

した事業実績であり、会計年度では「令和２年度」実績となります。 

 

３．調査結果の概要（別紙参照） 

道路運送車両法に規定する自動車整備事業者(令和３年６月末時点 91,454 事業場)のうち約２割を対

象として調査を行いました。(有効回答数は全事業場の約 1 割) 

令和３年度調査における総整備売上高は 5 兆 5,510 億円となり、前年度と比較すると 1,051 億円

(1.9％)減と５年ぶりの減少となりました。 

なお、詳細の分析は３月発刊予定の｢令和３年度版自動車整備白書｣に掲載する予定です。 

 

注）1.専    業：自動車整備業の売上高が総売上高の 50%をこえる事業場 

2.兼    業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の 50%

以上を占める事業場（ディーラーを除く） 

3.ディーラー：自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の事

業場 

4.自     家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 

 

（１）総整備売上高 

直近６年間の総整備売上高の推移をみると、近年増加が続いていましたが、令和３年度は５年ぶりに

減少しました。 

業態別に前年度と比較すると、専・兼業が 107 億円(0.4％)増、ディーラーが 1,330 億円(4.8％)減、自

家が 172 億円(8.0％)増となり、ディーラーのみ減少しました。 

作業内容別では、「車検整備」が 2.6％増、「定期点検整備」が 2.3％増、「事故整備」が 

7.7％減、「その他整備」が 4.7％減と、「事故整備」及び「その他整備」が減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について 
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（２）事業場数 

調査時点における事業場数は 91,454 事業場で、前年度と比較すると 79 事業場(0.09%)減と６年連続

の減少となりました。 

指定工場数は 30,083 事業場で、前年度と比較すると２事業場(0.01％)減となりました。 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）整備関係従業員数 

整備関係従業員数は 544,670 人で、前年度と比較すると 5,584 人(1.0％)増となっています。 

 

（４）整備要員数及び整備士数 

整備要員数は 398,952 人で、前年度と比較すると 266 人(0.07％)減となっています。 

整備士数は 334,319 人で、前年度と比較すると 5,274 人(1.6％)減となり、整備要員数に対する整備士

数の割合(整備士保有率)は 83.8％で 1.3 ポイント減少しています。 

 

※参考：内数として、女性整備要員数は18,605 人(467 人減)、女性整備士数は10,930人(198 人減)、

整備要員数に占める女性整備要員数の割合は 4.7％、総整備士数に占める女性整備士数の

割合は 3.3％ 

 

（５）整備要員１人当り年間整備売上高 

整備要員１人当り売上高(自家除く)は 13,981 千円で、前年度と比較すると 2.1％減となっています。な

お、業態別では、専・兼業は 10,190 千円(0.7％増)、ディーラーは 22,440 千円(5.1％減)となりました。 

 

（６）整備要員平均年齢 

整備要員平均年齢(自家を除く)は 46.4 歳で、前年度と比較すると 0.7 歳上昇しました。 

 

（７）整備要員年間平均給与 

整備要員の年間平均給与(自家を除く)は 3,987 千円となり、前年度と比較すると 24 千円\（0.6％）増

加しています。 
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国土交通省ホームページに特定整備事業関係情報の専用ページ「自動車特定整備事業について」

が開設され、同ページにおいて、電子制御装置整備の対象車両及び整備用スキャンツールの情報等

が掲載されましたのでお知らせします。 

なお、上記 対象車両及び整備用スキャンツールリストは随時更新されますので、ご留意下さい。 

国土交通省ホームページ「自動車特定整備事業について」 

自動車⇒◆自動車整備事業⇒自動車特定整備事業について 

 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システムをご利用ください 

自動車特定整備事業に係る国土交通省ホームページ掲載のお知らせ 
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整備事業者がリコール情報を確認する方法として、各自動車メーカーのホームページにアクセス

し、車台番号等を入力することにより行っていますが、車両により異なるホームページにアクセス

しなければならないなど煩雑であることから、国土交通省並びに日本自動車整備振興会連合会（日

整連）ではリコール検索システムを展開しております。 

 入庫車両のリコール状況を確認する手段として標記検索システムのご利用をお勧めします。 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   

①振興会ホームページ会員ページへ             ②「国土交通省リコール情報」 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）            ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「リコール情報検索」ボタンをクリックし、 

  検索画面で車名、型式、届出日等を入力し 

  「検索」ボタンをクリック 

 

リコール検索システム（国土交通省） (振興会ホームページからリンク) 

リコール検索システムをご利用ください 
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①日整連ホームページ下段へ 

 

 

②「リコール情報検索」ボタンをクリック 

 

 

 

 

③メーカーを選択し、車台番号全桁を半角 

 大文字で入力し、「検索する」ボタンを 

 クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システム（日整連） https://www.jaspa.or.jp/ 
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〓業界情報〓 

 

 

 

【内容】衝突被害軽減ブレーキの誤作動 

・車名：ＳＵＶ（ＰＨＥＶ）  ・登録年月：令和元年  ・走行距離：不明 

 昨年５月に新車のＰＨＥＶを買った。購入から１か月後、山道で衝突被害軽減ブレーキが誤作動、

急減速して後続車に追突されそうになったので、購入先のディーラーに連絡した。せめて、「念の

為に点検する」という言葉を期待したが、「カーブ時に木の枝などに反応したのではないか。大丈

夫なのでそのまま乗って」と言われてしまった。キーレスロックの調子も悪く、ポケットにスマー

トキーを入れていても、８割の確率でロック解除ができないので、アウタハンドルに近接させて解

除するようにしている。また、室内が非常に静かな車なのに、運転席ドアを閉めると「ビン！」と

大きな音がしておよそ高級車とは思えないし、ＡＭラジオのノイズが酷くて聴くに堪えない。衝突

被害軽減ブレーキの誤作動は、作動歴を確認することで、実際に“物”に反応していたのだと解明

してくれたが、キーレスロックの不調については、電池交換しただけで“異常なし”として返され

た。また、ドアを閉めた時の異音は「これぐらいは正常」と言われ、ラジオはノイズ対策を講じて

貰ったがほとんど改善していない。自分は今までこのメーカーの車を何台も新車から乗り継いでき

たが、これだけトラブルに見舞われたのは初めてだ。担当セールスから１２か月点検の入庫セール

スがあったが、「点検どころではない。不具合が何一つ改善されていないのに放ったらかしか！」

と、強く言ってしまった。不具合を放置しているディーラーの対応に腹が立ち、注意してもらいた

くて振興会に電話したとのこと。 

 

【対応】 

振興会の立ち位置を説明し、相談者の了承を得てディーラーに確認すると、「概ね相談者の主張通

りだが、新人の女性セールスが販売したので、彼女から定期点検の案内をした。トラブルは店長自

ら対応している」とのこと。「新車からの不具合が全く直っておらず、不満を持ったまま乗り続け

ている相談者に対して、なぜ点検のフォローを女性セールスにさせたのか」と問うと、店長は「不

具合は全て解消されたか、説明に納得していると思っていた」と答えた。「店長は不具合の整備後、

相談者に調子伺いをしたか」と重ねて問うと、「一度したが、直っていなければ相談者から連絡が

あるだろうと思っていた」と残念なことを言う。「細かい客には、マメな調子伺いをして、先に対

処するのが鉄則。客から『直っていない』と指摘されることは遅すぎで、店長は新人セールスのフ

ォロー役になっていないのではないか。ほぼ１年、相談者は満足することなく乗り続けている。そ

のことを考えて電話して欲しい」と助言した。店長は「すぐに電話します」と言い、電話を切った。 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.１２１ 
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～車両火災を起こさないために～ 

ヘッドランプ・フォグランプ バルブ交換作業時の注意事項について 

 

トヨタ自動車株式会社 
 

ヘッドランプおよびフォグランプのバルブ交換作業の際、規格外のバルブを使用した場合や、取り付
け状態が不適切な場合、ランプ点灯時に高温のバルブが周辺の樹脂部品に接触するなどし、「発煙・
火災」に至るおそれがあります。 
つきましては、バルブ交換作業時の注意点を以下に示しますので、確実な整備作業の実施をお願いい
たします。 
 
■対象車種 

ハロゲンバルブやＨＩＤバルブでソケット部を回転して固定する仕様の車両 

■バルブ交換作業時の注意点 

以下の内容を守って正しく作業、確認を行ってください。 

１．取扱書に記載されている規格のバルブを使用してください。（純正品バルブの使用をお勧めしま
す。） 

 ・バルブの規格（Ｈ１１やＤ４Ｓ等）が適合していること。 

２．ソケットの斜め挿入や固定不良に注意して取り付けてください。 

・ランプハウジングの穴位置とソケットのツメ位置を正しく合わせてから挿し込み、ソケットをま
わして固定する。 

３．交換作業後はソケットが正しく取り付けられていることを確認してください。 

  ・目視で斜め挿入などの取り付け異常がないこと。 

・取り付け部を軽く揺すって、ガタや緩みがないこと。 

・ランプを点灯させ、取り付け部付近から光漏れがないこと。（写真参照） 

 

 

 

 

 

（補 足） 

 社外品ＨＩＤランプへの改造について 

 純正品ランプを社外品ＨＩＤランプに改造した場合には、バルブの取り付け不良による火災以外にも、
後付けランプユニット部品が発熱し出火に至ったと推定される事例も発生していますので、社外品の
取り付けはお勧めできません。 

整備インフォメーション    
Vol. 130 
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令和３年度の“セーフティードライブ・チャレンジ１２３”は、７月２１日から１１月２０日

までの１２３日間実施されました。 

当業界から参加したＡＭＳチーム並びに県内全体のチャレンジ参加チームの結果は、過去一番

の良い結果となりました。セーフティードライブ・チャレンジ１２３の実施期間だけではなく、

今後も安全運転と交通ルールを守るように心掛けをお願いします。 

 

 ＡＭＳチーム 県内全体 

参加チーム ４５チーム ７,２４８チーム 

達成チーム ４２チーム ６,４３４チーム 

達成率 ９３.３％（※過去最高） ８８.８％（※過去最高） 

 

  ＡＭＳチームの過去５年間の達成状況        ＡＭＳチームの主な違反 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在振興会・商工組合からの情報は、会報とホームページで提供しておりますが、会員の皆様の

携帯電話へメールで、研修・講習などの日程やその他お知らせを配信するサービスを開始しました。

「受講を忘れていた」や「受講日を知らなかった」などを防げるサービスです。 

お申し込みは、次のとおり簡単でスピーディーに登録できますので、是非ご利用下さい。 

なお、ガラケー・スマートフォン、どちらでもご利用できます。 

登録の手順 

①携帯電話から右下のＱＲコードを読み取るとメール作成画面に切り替わり、宛先に空メール用の

メールアドレスが自動的に挿入されます。そのアドレスに空メールを送信します。 

②本登録用アドレスが記載されたメールが返ってきますので、本登録用アドレスにアクセスし必要

事項を入力して登録します。 

③登録が完了しサーバーにリスト化され、登録完了メールが届きます。 

登録完了メール以降、随時、携帯電話へ各種情報がメール配信されます。 

（タイトルが表示されない機種もあります。） 

携帯メールを利用した情報配信サービスをご利用ください 

▲事故件数           ０件 

▲違反件数           ３件 

 違反内訳 

・指定場所一時停止不停止    ２件 

・速度超過（１５㎞/ｈ以上２０㎞/ｈ未満）１件 

セーフティードライブ・チャレンジ１２３が実施されました 
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